
ヒヤリ・ハット事例、調剤事故、調剤過誤 

薬局プレアボイドの定義 

 

ヒヤリ・ハット事例 

○ 患者への薬剤交付後、患者に健康被害が発生することはなかったが、“ヒヤリ”

としたり、“ハッ”とした出来事。 

 
○ 患者への薬剤交付前か交付後か、患者が服用に至る前か後かは問わない。 

   ※県薬への「ヒヤリ・ハット報告書」は、薬剤交付後の事例 

調剤事故 

○ 医療事故の一類型。 

 
○ 調剤に関連して、患者に健康被害が発生したもの。 

 
○ 薬剤師の過失の有無を問わない。 

調剤過誤 

○ 調剤事故の中で、薬剤師の過失により起こったもの。 

 
○ 調剤の間違いだけでなく、薬剤師の説明不足や指導内容の間違い等により健康

被害が発生した場合も、「薬剤師に過失がある」と考えられ、「調剤過誤」となる。 

薬局プレアボイド 

 〇 薬剤師が患者基本情報※を的確に収集し、適正な処方チェック・薬学的患者ケ

アを実践して、有害反応、治療効果不十分、精神的不安、経済的損失等を回避或

いは軽減した事例 
※患者基本情報：性別・年齢、既病歴・現病薬、日々の生活様態など 

（薬歴、お薬手帳、患者インタビュー、薬薬連携） 
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ヒヤリ・ハット事例、調剤（事故・過誤）、薬局プレアボイド 

報告のフロー 
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